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特定非営利活動法人 ICTリ ハ ビリテーション研究会定款

第 1章 総 則

(名  称 )
第 1条  この法人は、特定非営利活動法人 ICTリ ハ ビリテーション研究会 という。

(事務所 )

第 2条  この法人は、主たる事務所を東京都品川区に置 く。

(目  的 )
第 3条  この法人は、日常生活に障害を有するあるいは可能性のある人々に対 して、

豊かな生活を実現するための ICT(Information and C
OmmuniCatiOn Technology)の 利活用技術の発展・

普及および研究を通 じて、学術 。文化・産業の振興に寄与することを目的
とし、また対象の方々に対 して主体的で適切な ICT利 用活用のコーデイ
ネー トができる人材を育成することを目的とする。

(特定非営利活動の種類 )

第 4条  この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行 う。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)情報化社会の発展を図る活動
(3)科学技術の振興を図る活動
(4)経済活動の活性化を図る活動
(5)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(6)前各号に掲げる活動を行 う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又
は援助の活動

(事業の種類 )

第 5条  この法人は、第 3条の目的を達成するために次の事業を行 う。
(1)特定非営利活動に係る事業
① ICTと リハビリテーション・医療福祉に関するイベン ト、研修会及び情
報提供事業

② ICTと リハビリテーション・医療福祉の用具等の作成に関する認定講座事業
③ ICTと リハビリテーション・医療福祉に関する用具、製品の企画開発事業
④ ICTを 利活用した災害時支援の研究開発事業‐

⑤オープンソース技術を活用し、 リハビリテーション・医療福祉分野における支援機
器、ソフ トウェア、教育教材等の開発および普及を行う事業

´

⑥ ICTを活用し、実践的な創作活動 (手を動かして試作・制作・改良を行 う活動 )
を通じて、社会課題の解決および地域社会の向上に寄与する事業

‐

⑦多様な組織と連携・協働に取り組むネットワークシステムづくり事業
´

③個人の生活環境および法人の事業環境におけるバリアフリー化、 ICT利 活用、働
き方改善等に関する支援およびコンサルティング事業

´

⑨本法人の目的に関連する機器および用具のレンタル・ リース事業
‐

⑩前各号に関する広報活動、調査研究、普及啓発、人材育成、政策提言に係る事業 (書

籍、雑誌その他印刷物および電子出版物の発行や必要な材料や物品の斡旋及び販売事業を



含む。 )´

⑪その他目的を達成するために必要な事業

(2)そ の他の事業
①ユニバーサル製品開発普及に関するコンサルティング事業

②物品の斡旋及び販売事業 ・

2 その他の事業は、特定非営利活動に係る事業に支障がない限 りにおいて行 うも

のとし、その他の事業から生 じた収益は、特定非営利活動に係る事業に充てるも .

のとするこ

第 2章 会 員

(種 別 )
第 6条  この法人の会員は、次の 3種 とし、正会員をもって特定非営利活動促進法 (以

下 「法」 とい う。)上の社員 とする。
(1)正 会員  この法人の目的に賛同 じ運営に関与する目的で入会 した個人
(2)一般会員 この法人の目的に賛同して入会 した個人及び団体
(3)賛助会員 この法人の目的に賛同 し賛助する目的で入会 した個人及び団体

′
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会員の入会について、特に条件は定めない。

会員 として入会 しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、

理事長に申し込むものとする。

理事長は、前項の申し込みがあつたとき、正当な理由がない限 り、入会を認

めなければならない。

理事長は、第 2項 のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付 した

書面をもって本人にその旨を通知 しなければならない。

)

会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名す

ることができる。

1)こ の定款に違反したとき。
2)こ の法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(入会金及び会費 )

第 8条  会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入 しなければならない。

(会員の資格の喪失 )

第 9条  会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本 人が死亡 し、若 しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅 し
たとき。

(3)継続 して 1年以上会費を滞納 したとき。
(4)除名 されたとき。

(退 会 )
第 10条  会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会するこ

とができる。



2 前項の規定により会員を除名 しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁
明の機会を与えなければならない。

第 3章 役 員

(種別及び定数 )

第12条  この法人に、次の役員を置く。
(1)理事  3人 以上20人以内
(2)監事  1人以上 2人以内
2 理事の うち 1人 を理事長 とし、 1人以上 2人以内を副理事長 とする。

(選任等 )

第 13条  理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選 とする。
3 役員の うちには、それぞれの役員について、その配偶者若 しくは 3親等以内
の親族が 1人 を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び 3親等以
内の親族が役員の総数の 3分 の 1を超えて含まれることになつてはならない。
4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。

(職

第 14条

2

3

5

4

務 )

理事長は、この法人を代表 し、その業務を総理する。
理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表 しない。
副理事長は、理事長を補佐 し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けた
ときは、理事長があらか じめ指名 した順序によって、その職務を代行する。
理事は、理事会を構成 し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づ

き、この法人の業務を執行する。

監事は、次に掲げる職務を行 う。

(1)理事の業務執行の状況を監査すること。

(2)こ の法人の財産の状況を監査すること。
(3)前 2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関 し不正の
行為又は法令若 しくは定款に違反する重大な事実があることを発見 した

場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。

(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見
を述べること。

(任期等 )

第 15条 役員の任期は、 2年 とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員により就任 した役員の任期は、それぞれの前任者又は
現任者の任期の残存期間とする。

3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職
務を行わなければならない。

(欠員補充 )

第 16条  理事又は監事の うち、その定数の 3分 の 1を超える者が欠けたときは、遅滞
なくこれを補充 しなければならない。



(1旱

第17条

任 )

役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任す

ることができる。

(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
前項の規定により役員を解任 しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁

明の機会を与えなければならない。

，

一

(報酬等 )

第 18条  役員は、その総数の 3分の 1以 下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要 した費用を弁償することができる。
3 前 2項 に関 し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第 4章 会 議

(種 別 )
第 19条  この法人の会議は、総会及び理事会の 2種 とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会 とする。

(総会の構成 )

第20条  総会は、正会員をもって構成する。

(総会の権能 )

第21条  総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散及び合併
(3)会員の除名
(4)事 業計画及び予算並びにその変更
(5)事業報告及び決算
(6)役員の選任及び解任
(7)役員の職務及び報酬
(8)入 会金及び会費の額
(9)資 産の管理の方法
(10)借入金 (そ の事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除 く。第

47条 において同 じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄

(11)解散における残余財産の帰属

(12)事 務局の組織及び運営

(13)そ の他運営に関する重要事項

(総会の開催 )

第22条  通常総会は、毎年 1回 開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事会が必要 と認め、招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の 5分の 1以上から会議の目的を記載 した書面により招集の
請求があったとき。

(3)監事が第 14条第 5項第 4号の規定に基づいて招集するとき。



(総会の招集 )

第23条  総会は、前条第 2項第 3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第 2項第 1号及び第 2号の規定による請求があったときは、
その日から30日 以内に臨時総会を招集 しなければならない。
3 総会を招集するときには、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載 した
書面又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも 5日 前までに通知 しなけ
ればならない。

(総会の議長 )

第24条  総会の議長は、その総会に出席 した正会員の中から選出する。

(総会の定足数 )

第25条  総会は、正会員の総数の 2分の 1以上の出席がなければ開会することはできない。

(総会の議決 )

第26条  総会における議決事項は、第23条第 3項の規定によってあらか じめ通知 した
事項 とする。

2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席 した正会員の過半数を
もって決 し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事又は正会員が、総会の目的である事項について提案 した場合において、
正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該
提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

(総会での表決権等 )

第27条  各正会員の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらか じめ通知され
た事項について書面若 しくは電磁的方法をもって表決 し、又は他の正会員を
代理人 として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決 した正会員は、前 2条及び次条第 1項の適用について
は、総会に出席 したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に
加わることができない。

(総会の議事録 )

第28条  総会の議事については、次の事項を記載 した議事録を作成 しなければならな
い 。

(1)

(2)

(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び総会において選任 された議事録署名人 2人 が、記名押
印又は署名 しなければならない。
3 前 2項 の規定にかかわらず、正会員の全員が書面又は電磁的記録による同意
の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合におい
ては、次の事項を記載 した議事録を作成 しなければならない。

日時及び場所

正会員総数及び出席者数 (書面若 しくは電磁的方法による表決者又は表
決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。 )



総会の決議があったものとみなされた事項の内容

前号の事項の提案をした者の氏名又は名称

総会の決議があったものとみなされた日及び正会員の総数

議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

(理事会の構成 )

第29条  理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の権能 )

第30条  理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決 した事項の執行に関する事項
(3)そ の他総会の議決を要 しない業務の執行に関する事項

(理事会の開催 )

第31条  理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事長が必要 と認めたとき。
(2)理事総数の 2分の 1以上から理事会の目的である事項を記載 した書面に
より招集の請求があったとき。

(理事会の招集 )

第32条  理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第 2号の規定による請求があったときは、その日から14日 以
内に理事会を招集 しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の 日時、場所、目的及び審議事項を記載 した

書面又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも 5日 前までに通知 しなけ

ればならない。

(理事会の議長 )

第 33条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

(理事会の議決 )

第34条  理事会における議決事項は、第32条第 3項の規定によってあらかじめ通知 し
た事項 とする。

2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決 し、可否同数のときは、議長
の決するところによる。

(理事会での表決権等 )

第35条  各理事の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知され
た事項について書面をもって表決することができる。

3 前項の規定により表決 した理事は、前条及び次条第 1項の適用については、
理事会に出席 したものとみなす。

4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に
加わることができない。

(理事会の議事録 )

第36条  理事会の議事については、次の事項を記載 した議事録を作成 しなければなら
ない。

１

２

３

４



(1)日 時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名 (書面表決者にあっては、その旨を
付記すること。 )

(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任 された議事録署名人 2人 が記名
押印又は署名 しなければならない。

第 5章 資 産
(資産の構成 )

第37条  この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設 立当初の財産 目録に記載された資産
(2)入会金及び会費
(3)寄付金品
(4)財産から生 じる収益
(5)事業に伴 う収益
(6)そ の他の収益

(資産の区分 )

第38条  この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産、その他の事業
´

に関する資産の 2種 とする。

(資産の管理 )

第39条  この法人の資産は、理事長が管理 し、その方法は、総会の議決を経て、理事
長が別に定める。

第 6章 会  計

(会計の原則 )

第40条  この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならな
い 。

(会計の区分 )

第41条  この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計、その他の事業会計の 2
種 とする。

(事業年度 )

第42条  この法人の事業年度は、毎年4月 1日 に始まり、3月 31日 に終わる。

(事業計画及び予算 )

第43条  この法人の事業計画及びこれに伴 う予算は、毎事業年度、理事長が作成 し、
総会の議決を経なければならない。

(暫定予算 )

第44条  前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、
理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の 日まで前事業年度の予算に準 じ
収益費用を講 じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立 した予算の収益費用とみなす。



(予算の追加及び更正 )

第45条  予算成立後にやむを得ない事由が生 じたときは、総会の議決を経て、既定予
算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算 )

第46条  この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産 目録等決算に関す
る書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成 し、監事の監査を受

け、総会の議決を経なければならない。

2 決算上剰余金を生 じたときは、次事業年度に繰 り越すものとする。

(臨機の措置 )

第47条  予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担を
し、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならな

い 。

第 7章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更 )

第48条  この法人が定款を変更 しようとするときは、総会に出席 した正会員の 4分の
3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第 3項に規定する事項につい

ては、所轄庁の認証を得なければならない。

2 この法人の定款を変更 (前項の規定により所轄庁の認証を得なければならな
い事項を除 く。)したときは、所轄庁に届け出なければならない。

(解 散 )
第49条  この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目 的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

(3)正 会員の欠亡
(4)合併
(5)破産手続開始の決定
(6)所轄庁による設立の認証の取消 し
2 前項第 1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員の総数の 4分の

以上の議決を経なければならない。

3 第 1項第 2号 の事由によりこの法人が解散するときは、所轄庁の認定を得な
ければならない。

(残余財産の帰属 )

第50条  この法人が解散 (合併又は破産手続開始の決定による解散を除 く。)したと
きに残存する財産は、法第 11条第 3項 に掲げる者の うち、総会において議決

したものに譲渡するものとする。

(合 併 )
第51条  この法人が合併 しようとするときは、総会において正会員の総数の 4分の 3

以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第 8章 公告の方法



(公告の方法)

第52条  この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載 して
行 う。ただし、法第28条 の 2第 1項に規定する貸借対照表の公告については、
この法人のホームページにおいて行 う。

第 9章 事務局

(事務局の設置 )

第53条  この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置することができ
る。

2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置 くことができる。

(職員の任免 )

第54条  事務局長及び職員の任免は、理事長が行 う。

(組織及び運営 )

第55条  事務局の組織及び運営に関 し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が
に定める。

兵;可

第 10章 雑 則
(細 則 )
第56条  この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれ

を定める。

附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次のとお りとする。
理事長  林 園子
副理事長 濱中直樹
副理事長 原 亮
理事   木村朋道
理事   伊藤 彰
理事   魚谷和正
理事   員珠宗彦
理事   大友奈緒
理事   田染佐夏
理事   小林大作
理事   小池祐士
理事   小林大祐
理事   南谷和範
監事   上原亮介
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第15条第 1項の規定にかかわらず、この法
人の成立の 日から令和 8年 3月 31日 までとする。
4 この法人の設立当初の事業年度は、第42条 の規定にかかわらず、この法人の成立
の日から令和 7年 12月 31日 までとする。
5 この法人の設立当初の事業計画及び予算は、第43条 の規定にかかわらず、設立総



会の定めるところによる。

6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第 8条 の規定にかかわらず、次に掲げ
る額 とする。

(1)入会金 正会員個人      0円
団体      0円

一般会員個人     0円
団体      0円

賛助会員個人     0円
団体      0円

(2)年会費 正会員個人    10,000円
団体    50,000円

一般会員個人   10,000円
団体    50,000円

賛助会員個人一日 10,000円 (一 日以上 )

団体一日 50,000円 (一 日以上 )

7 この法人の設立当初の事業年度は、附則 4の 規定にかかわらず、この法人の成立
の 日から令和8年 3月 31日 までとする。 _



書式第8号 (法第 10条・第 25条関係)

設立・定款変更用

令和 7年度 事 業 計 画 書

特定非営利活動法人 ICTリ ハビリテーション研究会

1 事業実施の方針
設立初年度にあたり、事業の基盤を確立し、この法人の役員を通じた呼びかけにより利用者への P

Rに注力するとともに、会員増強に努める。

2 事業の実施に関する事項
(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用 【39701~千円 )
足私 に記載
された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

受益
対象者
範囲

受益
対象者
人数

事業費
(千円)

ICTと リハ
ビリテーショ
ン・医療福祉
に関するイベ
ン ト、研修会
及び情報提供
事業

ICTと リハビリテーショ
ン・医療福祉の活用につ

いて市民や専門家に普及
啓発するためのイベン ト
や研修会を開催する。
テーマの例としては、市
民公開講座として「3Dプ
リントがもたらす福祉の

未来」、専門家向け研修会
として「ICTを活用した最
新リハビリ技術」など。
また COCRE HUB(ウ ェ
ブサイ ト上の情報共有プ
ラットホーム)を通じた
オンラインでの学習コン
テンツの提供を行う。

成立の日
～令和 8

年 3月 31

日まで

市民向け

イ ベ ン

ト :年 4
回 (3月 、
6月 、 9
月、12月

を予定 )
専門家向
け 研 修
会 :通年
(月 1回
程度 )

品川区内
の貸会議
室、この
法人の主
たる事務
所、イン
ターネッ
ト上

10人

東京都を
中心とす
る市民一
般及び医
療福祉従
事者

市民公開
講座 毎
回 100名
程度
専門家向
け研修会
毎回 30
名程度

1,660

ICTと リハ
ビリテーショ
ン・医療福祉
の用具等の作
成  に関する
認定講座事業

3Dプ リンターを用いた
自助具や医療福祉用具の

作成技術を普及し、資格

認定を通じて専門人材を

育成する。
養成講座として、初級 :

Tinkercad(ソ フ トウェ
ア)を用いた簡単な 3Dモ
デルの設計

中級 :災害時に必要な道
具の設計と応用
上級 :医療福祉現場での
活用を目的としたプロフ
ェッショナル講座 など
を実施し、資格認定を行
つ。

成立の日
～令和 8

年 3月 31

日まで

初級 :年
6回 (奇
数月 )
中級 。上

級 :年 2
回 (春・

秋 )
オンデマ
ンド講座
は通年

この法人
の主たる
事務所、
インター
ネット上

10人 医療福祉
従事者

初級 。中
級講座 :

一般医療
福祉従事
者
30

度
上
座
福
事
資
各
名

、各回

名 程

級 講
:医療
祉に従
する有
格者、
回 15
程度

830

I

ビ

ン

に
具
画

CTと リハ
リテーショ
・医療福祉
関 す る用
、製品の企
開発事業

ICT技術を活用し、障がい
者や高齢者が日常生活を
より快適にするための福
祉用具や製品を企画・開

発する。
福祉機器メーカーとの共

同研究開発 (例 :簡易スイ

ッチベースの開発)や
デザインコンテス トを通
じて優秀な 3Dモデルの

成立の日
～令和 8

年 3月 31

日まで

企 画 開

発 :通年
デザイン
コンテス
ト :年 1
回 (8月

この法人
の主たる
事務所及
びインタ
ーネット
上

10人 医療福祉
従事者

開発プロ

ジ ェ ク
ト:専門
家チーム

10名 程
度
プロジェ

クト
コンテス

ト応 募

415



選 考 を行 い 、 COCRE
HUB(ウ ェブサイ ト上の
情報共有プラッ トホー
ム)を通じて広く一般に
情報提供を行う。

～ 10月 ) 者 :50～
100名 /
回

ICTを 利活
用 した災害時

支援の研究開

発事業

災害時に迅速かつ適切に
対応できるリハビリテー

ション支援体制や ICTツ
ールの開発を行う。
活動例としては災害時用
の簡易福祉用具 (ポータ
ブルスイッチ、片手で使
用可能な道具)の開発。ま
た各地域での災害時にリ
ハビリテーションを継続
するための支援体制を研
究するワークショップの

実施など。

成立の日
～令和 8

年 3月 31

日まで
研 究 開
発 :通年
ワークシ
ョ ップ :

年 1回
(11月 )

この法人
の主たる
事務所及
びインタ
ーネット
上

4人 医療福祉
従事者及
び市民一
般

研究開発
チーム :

医療従事
者、技術
者、行政
関係者な
ど10名
ワークシ
ョップ参
加者 :医
療福祉従
事者、地

域住民、
各回 10

名

250

オープ/ソー

ス技術を,11サ l」

し、 り′ヽビリ

テー ショ/・

医療福祉分野

にお |‐ る支援

機著ミ ソフ |ヽ

ウェア、教イ下

教材等のじH',こ

および汗及を

`丁

う事業

3Dプ リンターを用いて
作成する自助具等の3D
モデル作成とオープンソ
ース化、それを用いた寸
法調整や 3Dプ リントが
簡易に可能なソフトウェ
アの開発、それらの使用
方法等を記した e‐
L)arning教材などの開
発および普及のためのウ
ェブプラットフォーム
「COCRE HUB」 の開発
と維持。

成立の日
～令和 8

年 3月 31

日まで

支援機器
の開発、
ソフ トウ
ェア、教
材の開発
および普
及活動 :

通年

この法人
の主たる
事務所及
びインタ
ーネット
上

110人
医
従
び
般

療福祉
事者及
市民一

医療従事
者、技術
者、地域
住民、障
害 当 時
者、教育
機機関関
係 者 な
ど、のベ

500名

450

ICl｀ ′生活用
し、実践的な

倉」イ乍ヤ舌動 (■
を動か して試

作・制作・改良
を行 う,「動 )

を通 じて、社

会課題の解決

および地域ネ1‐

会 の 向 lilこ 寄

与する中―業

ICTや 3Dプ リンタ等デ
ジタルエ作機械を用い
て、社会課題解決および
地域課題の解決を目的と
した、当事者参加型の試
作と改善を繰り返すワー

クショップやレクチャー

講義の開催および効果的
なワークショップの方法
論の研究を行う。

成立の日
～令和 8

年 3月 31

日まで

ワークシ

ョップ開

催 :2月
に 3日 間
方法論の

研究 :通

年

関東近郊
の公共ス
ペースお
よびオン
ライン

10人 医療福祉
従事者及
び市民一
般

医療従事
者、技術
者、地域
住民、障
害 当 時
者、教育
機機関関
係者など
50名

120



多振な十111哉
`

|三:1lr lち口,11
1攻 :'」 |ち

｀シ・ン

|ヽ
 |ノ ー・ ク じ/ラく

■ ム ンヽく
'′

 |:

COCRE HUB上 のコラ
ボレーターや連携団体な
どと、障害当事者や医療
ケア従事者が、安心して

協働できるための規定や
ウェブシステム等の作成
の準備。必要に応 じて弁
護士等有識者を交えた相
談。オンラインや対面で
の交流の機会の作成。

成立の日
～令和 8

年 3月 31

日まで

規定やウ
ェブシス

テムの準
備 :2月
オンライ
ン 交 流
会 :3月

この法人
の主たる
事務所及
びインタ
ーネット
上

10人 医療福祉
従事者及
び市民一
般

医療従事
者、技術
者、地域
住民、障
害 当 時
者、教育
機機関関
係者など
50～ 100
名

100

同人ク,/1→ |「 環
境よ,■ (ドツ(ヘ
′)サ1:業 ,サ境に
おけるバリア
フリー化、 I
CT利 i‐11111]1.

働きケ改善等
に関すろ支援

'31ミ

〔がコン/■ナ
′レティ /′ グ事
業

障害者等の個人を対象
に、自宅や施設にて、
ICTや 3Dプ リンタなど
を活用した生活環境のバ

リアフリー化事業を行
つ。

法人の事業所内でも、そ
の法人の障害者従業員等
の働き方改善のための

ICTや 3Dプ リンタなど
を活用した環境改善およ
びコンサルティング事業
を行うための準備を行

つ。

成立の日
～令和 8

年 3月 31

日まで

個人に対
して :2
月より月
1件程度
法人は本
年度は準
備のみ

委託先お
よびこの
法人の主
たる事務
所、オン
ライン

5人 市 民 一

般、法人
一般

市民一件
あたり 1
～2名 、
今年度は
2名

45

本法人 (′ )II的

|こ 関連する機

器お よび ||]其

′)レ ン ″ ノし・

リーース
′
lr業

個人や法人を対象に、
ICTや 3Dプ リンタを活
用して簡単に課題解決の

ための道具作成を体験で

きる機器のレンタル・ リ
ース事業の準備

成立の日
～令和 8

年 3月 31

日まで

本年度は

実施予定
なし

この法人
の主たる
事務所、
オンライ
ン

0人 医療福祉
従事者及
び市民一
般、教育
機関

0人 0

料や物品の斡

旋及び販売事

業を含む。 )

前各 けに関す

/1)広 報F「動、1調

査研究、普及啓

発、人材育成、

政策提 言に係 |

|る 事業 (書籍、|

1雑 誌その他印|

1刷 物お よび電

1子 出版物の発

1行ヤ 必 要な材

全各号に関する展示会出
展や、普及状況等に関す
る調査研究活動、普及啓

発ができる人材の育成
や、公的補助の必要性を

訴えるための政策提言に

向けた準備活動。前各号
に関する書籍等出版物の

作成と販売。3Dプ リント
自助具や ICTを活用した
リハビリテーションに関
わる道具の作成に必要な

材料や物品の斡旋や販

,已。

成立の日
～令和 8

年 3月 31

日まで

展示会出
展 :10月

調査研究
および政

策提言に

向けた準
備 :今年
度は実施
しない

出版物の

作成と販

売 :2月

材料や物
品の斡旋
や販売 :1

月～

この法人
の主たる
事務所及
びインタ
ーネット
上

5人 医療福祉
従事者及
び市民一
般

研究開発
チーム :

医療従事
者、技術
者、行政
関係者な
ど20名
ワークシ
ョップ参
加者 :医

療福祉従
事者、地

域住民、
各 回 30

名

100



(2)そ の他の事業 (事業費の総費用 【   】千円)
定歌に記載
された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

事業費
(千円)

ユニバーサル
製品開発普及
|こ関するコン
サルティング
享来

企業が開発した製品および開発準備中の製品
に関する、ユFバーサル化等に関してのコンサ
ルティング事業の準備

今年度は
実施予定
なし

委託先企
業または
この法人
の主たる
事務所及
びインタ
ーネット
上

0 0

物品の斡旋及
び販売事業

リハビリテーション・医療福祉現場での ICT
等利活用技術の発展と当事者の主体的利用に

躍鵜
りのない物品の斡旋および販売のための

今年度は
実施予定
なし

委託先企
業または
この法人
の主たる
事務所及
びインタ
ーネット
上

0 0



書式第8号 (法第 10条・第25条関係)

設立・定款変更用

令和 8年度 事 業 計 画 書

特定非営利活動法人 ICTリ ハビリテーション研究会

1 事業実施の方針
2年 目は、事業規模及びこの法人の役員を通じた呼びかけにより利用者の規模を2倍程度まで拡大す

る。

2 事業の実施に関する事項
(1)特定非営利活動に係る事業               (事 業費の総費用 【94091千 円 )
定款に記載
された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

受益
対象者
範囲

受益
対象者
人数

事業費
(千円)

ICTと リハ
ビリテーショ
ン・医療福祉
に関するイベ
ン ト、研修会
及び情報提供
事業

ICTと リハビリテーショ
ン・医療福祉の活用につ
いて市民や専門家に普及
啓発するためのイベン ト

や研修会を開催する。
テーマの例としては、市
民公開講座として「3Dプ
リントがもたらす福祉の

未来」、専門家向け研修会
として「ICTを活用した最
新リハビリ技術」など。
また COCRE HUB(ウ ェ
ブサイ ト上の情報共有プ
ラットホーム)を通じた
オンラインでの学習コン
テンツの提供を行う。

令和 8年
4月 1日
～令和 9

年 3月 31

日まで

市民向け
イ ベ ン

ト:年 4
回 (3月 、
6月 、 9
月、12月

を予定)
専門家向
け 研 修
会 :通年
(月 1回
程度 )

品川区内
の貸会議
室、この
法人の主
たる事務
所、イン
ターネッ
ト上

10人

東京都を
中心とす
る市民一
般及び医
療福祉従
事者

市民公開
講座 毎
回 100名

程度
専門家向
け研修会
毎 回 30
名程度

3650

ICTと リハ
ビリテーショ
ン・医療福祉
の用具等の作
成  に関する
認定講座事業

3Dプ リンターを用いた
自助具や医療福祉用具の

作成技術を普及し、資格
認定を通じて専門人材を

育成する。
養成講座 として、初級 :

■nkercad(ソ フ トウェ
ア)を用いた簡単な 3Dモ
デルの設計

中級 :災害時に必要な道
具の設計と応用
級 :医療福祉
用を目的とし
ッショナル講
実施し、資格

上
活

を
つ

現
た
座
認

場での
プ ロフ
など
定を行

令和 8年
4月 1日
～令和 9

年 3月 31

日まで

初級 :年
6回 (奇
数月)
中級・上

級 :年 2
回 (春・

秋 )
オンデマ
ンド講座
は通年

この法人
の主たる
事務所、
インター
ネット上

10人 医療福祉
従事者

初級 。中
級講座 :

一般医療
福祉従事

者、各回
30名 程
度
上 級 講
座 :医療
福祉に従
事する有
資格者、
各 国 15
名程度

2325

ICTと リハ
ビリテーショ
ン・医療福祉
に 関 す る用
具、製品の企
画開発事業

ICT技術を活用し、障がい
者や高齢者が日常生活を
より快適にするための福
祉用具や製品を企画 。開
発する。
福祉機器メーカーとの共

同研究開発 (例 :簡易スイ

ッチベースの開発)や
デザインコンテス トを通
じて優秀な 3Dモデルの
選 考 を行 い 、 COCRE

令和 8年
4月 1日
～令和 9

年 3月 31

日まで
企 画 開
発 :通年
ア
コ

ト

ザイン
ンテス
:年 1
(8月回

この法人
の主たる
事務所及
びインタ
ーネット
上

10人 医療福祉
従事者

開発プロ

ジ ェ ク

ト:専門
家チーム

10名 程
度
プロジェ

クト
コンテス

ト応 募

1162



HUB(ウ ェブサイ下Iの
情報共有プラットホー

^)を
通じて広く一般に

情報提供を行う。

～ 10月 ) 者 :50～
100名 /
回

ICTを 利活
用 した災害時
支援の研究開
発事業

災害 に迅速かつ適切に

対応できるリハビリテー
ション支援体制や ICTツ
ールの開発を行う。
活動例としては災害時用
の簡易福祉用具 (ポータ
ブルスイッチ、片手で使
用可能な道具)の開発。ま
た各地域での災害時にリ
ハビリテーションを継続
するための支援体制を研
究するワークショップの

実施など。

8年
4月 1日
～令和 9

年 3月 31

日まで

研 究 開

発 :通年
ワークシ

ョップ :

年 2回 (5
月 、 11
月)

の
事
び

上

主たる
務所及
インタ
ネット

10人
従事
び市
κ几
几又

及
1研究開発.チ
ーム :

医療従事
者、技術
者、行政
関係者な
ど10名
ワ~ク ン
ヨップ参
加者 :医
療福祉従
事者、地
域住民、
各 国 10

名

662

オープンソー

ス技術を活用

し、り′ヽビリ

ア~ン● ′・

医療福祉分野

における支援

機器、ソフ |ヽ

ウ
=[フ
´
、 教イド

教材笠(′ ,開発

および普及を

`「

う専業

3Dプ リンターを用いて
作成する自助具等の3D
モデル作成とオープンソ
ース化、それを用いた寸
法調整や 3Dプ リントが
簡易に可能なソフトウェ
アの開発、それらの使用
方法等を記した e‐
Leammg教材などの開
発および普及のためのウ
ェブプラットフォーム
「COCRE HUB」 の開発
と維持。

令和 8年
4月 1日
～令和 9

年 3月 31

日まで

支援機器
の開発、
ソフトウ
ェア、教
材の開発
および普
及活動 :

通年

の

の主たる
事務所及
びインタ
ーネット
上

10人
従
び
般

及
民 一

医療従事
者、技術
者、地域
住民、障
害 当 時
者、教育
機機関関
係 者 な
ど、のベ

500名

850

IC´ 1｀ を活用
し、実IIt的 な
冷Il作活動 (■
を動かして試
作・制作・改良
をイ」う活動 )
を通 じて、社
会課題υ

'解
決

および地1,t社

会の向 11に 寄
与する中:業

ICTや 3Dプ リンタ等デ
ジタルエ作機械を用い
て、社会課題解決および
地域課題の解決を目的と
した、当事者参加型の試
作と改善を繰り返すワー
クショップやレクチャー

講義の開催および効果的
なワークンヨップの方法
論の研究を行う。

令和 8年
4月 1日
～令和 9

年 3月 31

日まで
ワークシ
ヨンプ開
催 :2月
に 3日 間
方法論の

研究 :通

年

関東遊郊
の公共ス
ペースお
よびオン
ライン

10人 医療福祉
従事者及
び市民一
般

医療従事
者、技術
者、地域
住民、障
害 当 時
者、教育
機機関関
係者など
100名

220



多1求′↑糸|li故 ':
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COCRE HUB上のコラ
ボレーターや連携団体な
どと、障害当事者や医療
ケア従事者が、安心して

協働できるための規定や
ウェブシステム等の作成
の準備。必要に応じて弁
護士等有識者を交えた相
談。オンラインや対面で
の交流の機会の作成。

令和 8年
4月 1日
～令和 9

年 3月 31

日まで

規定やウ
ェブンス

テ ム 維
持 :通年
オンライ
ン 交 流
会 :3月

この法人
の主たる
事務所及
びインタ
ーネット
上

10人 医療福祉
従事者及
び市民一
般

医療従事
者、技術
者、地域
住民、障
害 当 時

者、教育
機機関関
係者など
100名

200

1,11.人 ″)メ |:′ill牡

境お よび法 人
の 'F業環境 |こ

おけるバ リア

フ リー化 、 I

(_:1｀ 千」i巧 川、

働 き方改 11「
=

|こ 関「 る支援
お }:ひ:コ ン‐十

ル =テ ノング '11

業

障害者等の個人を対象
に、自宅や施設にて、
ICTや 3Dプ リンタなど
を活用した生活環境のバ

リアフリー化事業を行
つ。

法人の事業所内でも、そ
の法人の障害者従業員等
の働き方改善のための

ICTや 3Dプ リンタなど
を活用した環境改善およ
びコンサルティング事業
を行うための準備を行
つ。

令和 8年
4月 1日
～令和 9

年 3月 31

日まで

個人に対
して :月

1 日で 1
件程度

法人は年

間 5日 間
ずつ 2件
程度

委託先お
よびこの
法人の主
たる事務
所、オン
ライン

5人 雨 民 一

般、法人
一般

市民一件
あたり 1
～2名 、
今年度は
市 民 10

名
法 人 50

名

80

本法 人の |1的

|こ 関連す る機

オ|十 1_1よ 〔がり1111
の レン タ′レ・

リース」it

個人や法人を対象に、
ICTや 3Dプリンタを活
用して簡単に課題解決の
ための道具作成を体験で
きる機器のレンタル・ リ
ース事業の準備

令和 8年
4月 1日
～令和 9

年 3月 31

日まで

事 業 準
備 :通年
試 用 開
始 :12月

この法人
の主たる
事務所、
オンライ
ン

5人 医療福祉
従事者及
び市民一
般、教育
機関

試用 :医
療福祉従
事者及び

市 民 一

般、教育
機 関 10

人

80

由f「各 号 1こ 1川 す
‐

る広報活動、調

査‖|:究、1子及啓

`こ

、 .人 |オ 1午
"ヽ

、

政策措■に係

る事業 (書鳳

雑誌その他印

刷物お よび 1[

r」 ll版 物″,発

イlや必 要 /ヾ 材

||や物品の斡

旋及 び販売 事

業を含む。 )

全各号に関する展示会出

展や、普及状況等に関す
る調査研究活動、普及啓

発ができる人材の育成
や、公的補助の必要性を
訴えるための政策提言に

向けた準備活動。前各号
に関する書籍等出版物の

作成と販売。3Dプ リント
自助具や ICTを活用した
リハビリテーションに関
わる道具の作成に必要な
材料や物品の斡旋や販
ケ已。

令和 8年
4月 1日
～令和 9

年 3月 31

日まで

展示会出
展 :10月

調査研究
および政
策提言に

向けた準
備 :助成
申請の提
出 8月

出版物の

作成と販
売 :通年
材料や物
品の斡旋
や販売 :

通年

この法人
の主たる
事務所及
びインタ
ーネット
上

10人 医療福祉
従事者及
び市民一
般

研究開発
チーム :

医療従事
者、技術
者、行政
関係者な
ど20名
ワークシ
ョップ参
加者 :医

療福祉従
事者、地
域住民、
各 回 30

名

180



(2)そ の他の事業 (事業費の総費用 【350】 千円)

事業内容 日日寺 場所
従事者
人数

事業費
(千円)

ユし■ツヾ一‐り
‐ル

製品開発普及
に関するコン
サルティン́ グ
事業

企業が開発 した製品および開発準備中の製品

"寧

7,ゾ彗肇瀕撃橘り増曇こ関しての
コンサ9月 ～

委託先企
業または
この法人
の主たる
事務所及
びインタ
ーネット
上

5 250

物品の 1:午旋及
び販売事業

リハビリテーション・医療福祉現場での ICT
等利活用技術の発展と当事者の主体的利用に
関わりのない物品の斡旋および販売のための
準備 (斡旋品や仕入れ品リストの作成)

4月 ～
通年

委託先企
業または
この法人
の主たる
事務所及
びインタ
ーネット
上

5 100

定款に記載
された
事業名



設立・定款変更用

特定夕菫利后0ま人 lCTリ ハビリテーシヨン研究会

特定非営利活動に保る事菫

奎  饉  . 4ヽ1, 合
"

その拒■■

奎  饉  | ′1ヽ 11 合計
罐 常 収 奎

1受 ●●彙
II会 晏■敢会姜
―餃会員受取会費

IClと り^ビ リラー´●ン・医療機祉にはするイベント.確
会及び情11■医事実

IClと
'′
ビヽリテ~ン ●ン・医療福社の用■年の作成 に関す

る認定講座事業

:CTと り′ヽビリ■―´ョン・医療福祉に朧す0用具.興あの企
ロロモ●彙

iCTを利活用した災伸 ,実銀い研究瀾斃及び●及事業
オープンツース技術を活用し. ソ′ヽビリテ~ン ヨン・医療福祉分野

にお|す る文被ti器.ソ フトウ,ア .教i軟材椰め:R発および普及を

",中
妻

:CTを嬌田し.実餞的な翻作活動 (手を動かして試作・鍋作 .改

農を
'7'澪
●)を通して '1会凛目の第決および趣壌社会の向上に

寄与する
`震

,崚な組崚と運, "● に取り組むネットワ~タ ンステムづくり事
案

■人の,I彙,および法人の事業員彙におけるバツγ7,一化. :
CT利活用.0さ 方改椰年に関する支横およびコンサルティング事

本は人のB的に糠連|十 う■1=および用具のレンタ′1・ リース事賞

11■■に日する広報活動.薔奎研究.普及啓■.人村育蔵.“策■
青に椰る0藁 (■■.い●その他印肺 および電子出版働の発

'′

や

必督な材料勒 品の

`崚
及び餃発事業を含む.)

ュニ^―サル製品開特■よに膀する●ンサルテイング事業

物この0■及び販売●姜
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250000。
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書式第 10'す (法第 10条・第 25条関係 )

田年度 活朧予諄書 (その他事業がう五●合)
設立・定款変更用

特定,"利活動法人 iCTり ′ヽビリテ~ン ョン研究会

特定夕,“活喘に優る●■~●~¨
葛
…「~不
=|∵
香I~ 奎  饉  :小 計 合計

:   420.000

3。O.0001

12。 .∞0:

ICTと り^ビ リテ~ン ョン・医家11祉 |=関するイベント.研修
会及び情報姜伐事業

ICTと
'′

ビヽツテーシヨン・医療福祉め用具等の作成 |こ関す

る8だ

“

痺事黎

lCTと ,′ ビヽツテーション・医療格社に饉する弔奥.製品の企

lCTを利活11し た災害時文崚の研究開発及び普及亭典
オーアンツース掟俯を活用し り′ヽビリテ~ン ●ン・鑑薇橿移 )野
における支崚●8.ソ フトウ=7.崚青崚材等の喘曼および普及を
,う 事棄

:CTを活用し 実餃的な剌
"活
動 (手を動かして●作・制作 .蠍

良を
'・

う活動)を通して.性奎晨遍の

“

決および地墟性金の向上に

■与する0■

多縁な組織とⅢ■ 撼●に取り組むネットワークンステムづくり事
準

儡人の生活薇増および法人の事業贅■における′`リア
'||一
化. :

CT利活用.●き方改善りに関する文aおよびコンサ′
'ア
ィング●

摯

本法人の目的に
"`す
る籠薔および用■●,レ ンタル・ツース事彙

“

各号に関する広報活動.■■3免 .薔及を発.人材青は.政贅■
日に係る0桑 (`籍 .薔もその他印鵬 および亀子出緻働の発行や
必暉な材料や物品の斡旋及び崚亮事業を含む.)

,‐ハーサル晏島

“

受普及に出するコンリ′●ラィング事菫

輛品の書饉及び販売事■

|

1 ■■●●
正全員晏取会,
霰会員受取0■

5 その他の収菫
■取
`|10

(1)人件彙
役員■串

退喘給け,■ |

嬌ill軍生

'
(2)そ 0僣●■
黎務委託費

寵■交通費

通信遷■■

消■品■

中●1製本書

(1)人
"彙0晨■醸

“
'1手
当

退職綸付費′||

0■ 1厚十費

(2)■ 0錮 晏彙
消it品カ

ホ薇光索,
地代7"

旅,交通,

`|=尋
妻賣

崚も償却,
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